
                  

                      

平成 29 年度 事業計画（案） 

 

１  食品衛生指導員の教育養成及び活動に関する事業  

（１）施設の巡回指導 

 食品衛生指導員は、食品衛生点検票や指導項目に基づいて毎月 1 回食品営業施設の 

巡回指導を実施して、自主的な衛生管理の推進に努めます。 

（２）食品衛生指導員の養成及び研修 

   1) 食品衛生指導員の資格取得のための養成講習会を実施します。この資格は、行 

政の指導のもとに行う指導員養成教育課程を修了した者に与えられ、適格者と 

して認められた者が委嘱を受けます。委嘱期間は 2年間です。 

      2) 食品衛生指導員に対して食品衛生知識の更なる向上のために研修会や食品施

設の視察等を実施します。 

 （３）食品衛生指導員全国研修会への参加 

    食品衛生指導員の食品衛生知識の向上と指導技術の研さん並びに食品等事業者の責

務などに関する最新の知識を習得し、次世代のリーダーを担う食品衛生指導員とし

ての資質の向上を図るために、日本食品衛生協会主催の食品衛生指導員全国研修会

に参加します。 

 （４）九州ブロック大会及び連絡協議会への参加 

    日本食品衛生協会と九州各県・市支部、支所との連携を図り、厚生労働省食品安全

部長表彰、食品衛生指導員の体験発表や今後の事業について討議を行い、さらなる

食品衛生の向上を図ります。 

 

２ 食品衛生思想の普及啓発に関する事業 

 （１）食品衛生月間行事 

        食中毒が多発する 8月を「食品衛生月間」と定め、福岡市と共催で食品等事業者及 

び消費者に呼びかけ、食品衛生思想の普及・啓発を強力に推進していきます。  

（２）食品衛生に関する情報提供 

    食品関係営業者や一般消費者に対して当協会のホームページやＦＡＸ等で、食品衛

生に関する最新の情報を迅速に提供します。 

 （３）機関紙の発行 

    食品衛生に関する最新情報を機関誌「食協ふくおか」に掲載し、食品衛生思想の向

上や食品の安全性に関する情報提供を行います。 

 （４）食品衛生の日 

    毎月 20 日を「食品衛生の日」と定め、自主管理票による自主点検及び食品衛生指導

員による巡回指導の両面から食品衛生管理の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

３ 表彰に関する事業 

  当協会の表彰規程に基づき、食品衛生の向上に功績があった者や優良施設に対して、表

彰を行います。 

 

 （１）協会表彰（食品衛生模範店表彰） 

衛生管理の優秀な施設に対して、「食品衛生模範店」・「5 年連続食品衛生模範店」・「10

年連続食品衛生模範店」・「15 年連続食品衛生模範店」・「20 年連続食品衛生模範店」 

の表彰を行います。 

（２）会長表彰 

食品衛生関係事業に尽力し、その功績が特に顕著な者や他の模範と認められる施設

に対して、会長表彰を行います。 

（３）各種表彰の推薦 

厚生労働大臣表彰・厚生労働省食品安全部長表彰・日本食品衛生協会会長表彰・同

理事長表彰・福岡市長表彰及び福岡市保健所長表彰の各候補者の推薦を行います。 

 （４）食品衛生大会の開催  

    福岡市と共催で食品衛生大会を開催し、食品衛生に優れた施設や功労者に対し表彰

を行います。また、食品衛生指導員の能力向上を目的としての体験発表や外部から

の専門の講師による「特別講演」を行います。 

 

４ 食品関係事業者の教育養成に関する事業 

（１）食品衛生に関する講習会の実施 

1)食品衛生講習会の開催 

      毎年春先から夏場にかけて食品等事業者や一般消費者を対象に、食品衛生講習会

を開催し、食中毒予防や食品衛生知識の啓発に努めます。 

    2)ノロウイルス食中毒予防講習会の開催 

          冬期のノロウイルスによる食中毒の対策として、食品等事業者やホテル、保育園、

高齢者施設、大量調理施設等を対象に食中毒予防講習会を開催します。 

        3)食品衛生責任者養成講習会の開催 

     福岡市食品衛生条例及び福岡市食品衛生責任者設置要領に基づき、食品取扱い施 

設ごとに設置が義務づけられている食品衛生責任者の養成講習会を開催します。 

毎月 1 回、休日 2回を含め年間 12 回実施します。 

 

５ 会員加入獲得の推進 

  当協会の自立運営を確立するため、会員加入獲得を推進し、安定した協会運営を図りま 

す。 

   

６ 検査受付業務受託事業 

  当協会では食品関係従事者等の腸内細菌検査や食品細菌検査及び食品取扱い施設の拭

き取り検査等の受付業務を公益財団法人北九州生活科学センターより受託して業務を

行います。 

  

 

 

 



                  

 

７ 各種共済の推進事業   

（１）食品営業賠償共済、総合食品賠償共済（あんしんフード君） 

   食品等事故の際に、事業者の負担の軽減を図り、消費者保護と会員の経営安定を目

的に、両共済への加入促進を図ります。 

（２）火災共済 

   食品事業者の多くは、火気の使用が不可欠のため、食品等事故と同様に火災事故で

のリスクの軽減のため加入促進を図ります。 

（３）生命共済等 

食協生命共済（ジブラルタ生命保険と提携）や、がん保険（アメリカンファミリー

生命保険と提携）等、営業者・従業員及びその家族をサポートするため加入促進を

図ります。 

 

８  図書等の頒布 

   日本食品衛生協会発行の月刊誌「食と健康」、「食品衛生研究」その他の図書の頒布や食 

品衛生に関する器材等の斡旋を行います。 

 

９ 所有する不動産の賃貸事業 

  当協会が所有する本部事務所の一部を、「公益財団法人」へ賃貸します。 

 

１０ 日本食品衛生協会及び九州ブロック連絡協議会の会議等への参加 

会   議   名 開催年月日 場 所 

平成 29 年度九州ブロック連絡協議会 平成 29 年 5 月 11 日（木） 鹿児島県 

平成 29 年度九州ブロック大会 平成 29 年 5 月 12 日（金） 鹿児島県 

日本食品衛生協会 決算理事会 平成 29 年 5 月 26 日（金） 東京都 

日本食品衛生協会 定時総会・通常総代会 平成 29 年 6 月 16 日（金） 東京都 

日本食品衛生協会 指導員全国大会 平成 29 年 10 月 25 日（水） 東京都 

日本食品衛生協会 全国表彰式典 平成 29 年 10 月 26 日（木） 東京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


